
 

 

 

 

 

 

 

江川流域づくり支援会議（第二期） 

～河川改修計画案についての提言（案）～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年  月  日 

 江川流域づくり支援会議（第二期） 

 

資料２ 
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はじめに 

 

 江川は鴻巣市南部、北本市中部の大宮台地を水源とし、台地の谷底低地を流

れ、荒川に注ぐ、流域面積約 17km2、流路延長約 5kmの一級河川である。 

 流域には、サクラソウをはじめとした多くの希少動植物が生息・生育してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１ 江川流域図 

 

 近年、江川流域においては、洪水被害の頻発、水田の盛土、河川環境の悪化、

沿川の湿地の乾燥化といった課題が生じており、これらの解決に向け、「江川流

域づくり推進協議会」が設置され、平成１７年３月に「江川流域づくりの実施

に向けての提言書」がまとめられた。 

 また、提言の中では、流域づくりの実施に向けて、県、国、構成自治体から

なる「江川流域づくり推進行政会議」（以下、「推進行政会議」という。）及び地

域住民、環境保護団体、学識経験者等で構成する「江川流域づくり支援会議」（以

下、「支援会議」という。）が位置づけられ、双方が助言や情報交換を行う推進

体制も位置づけられた。 

 この提言に基づき、支援会議が設置され、平成２２年１月に「河川改修計画

案についての提言書」（以下、「平成２２年提言書」という。）がまとめられ、そ

の後、推進行政会議において、平成２２年提言書が了承された。 

 平成２７年度において、江川の河川改修を推進していくため、「江川流域づく
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り支援会議（第二期）」（以下、「第二期支援会議」という。）が平成２７年１１

月に設置され、平成２９年１１月までに５回開催された。 

 この間、第二期支援会議においては、平成２２年提言書を踏まえた河川改修

計画案について集中的に議論し、その結果、既に作成された河川整備計画の変

更を視野に入れた江川の河川改修計画に対する意見をとりまとめた。 

 今後、推進行政会議における議論及び河川管理者の河川整備計画の変更の意

思決定にあたり、本提言が尊重される事を強く望むものである。 

 



- 3 - 

 

１.平成２２年提言書の内容と中流部への影響について 

（１）平成２２年提言書の内容 

 平成２２年提言書は、支援会議において平成２０年１月から平成２２年１

月までに計１０回開催され、提言をまとめている。 

 提言は、江川の流域のうち、特に希少動植物が生息・生育し良好な自然環

境が残されている、１.３k地点より下流（以下「下流部」という。）の、治水

とこれら自然環境の保全を両立させた河川改修計画について検討された。 

 検討にあたっては、複数の代替案について議論がなされ、主要な３案につ

いて評価された（表－１）。なお、全てにおいて１.３k地点より上流について

も改修する事が前提となっている。 

 主要な３案における評価の視点は、以下のとおりである。 

  ①治水効果、②事業費、③整備期間、④河畔林及び希少種への影響、 

  ⑤地下水位への影響 

 これら３案を総合的に判断した結果、「現況地盤活用案」が採用された。 

 

 

表－１ 下流部における河川改修評価表 
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図－２ 「現況地盤活用型案」平面図 
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 また、現況地盤活用案採用に際しての、設計、工事、管理にあたっての検

討・配慮すべき事項についても、あわせて提言された。 

 

 

 なお、今後の検討事項として、以下のとおり整理されている。 

 

 ①盛土の抑制と営農支援の対策、②雨水貯留・浸透促進、③湿地環境・河畔林の

保全・再生、④河川水質の改善、の４つの重点対策についての具体的な検討を行う必

要がある。しかしながら、これら全ての検討を同時に進めることは現実的には困難で

あると考えられる。このため、湿地環境については一旦失われるとその再生が困難で

あることから、「湿地環境・河畔林の保全・再生」を最優先課題とし、その関連で「盛

土の抑制と営農支援の対策」を検討すべきであると考える。 
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（２）１.３ｋ地点より上流への影響と第二期支援会議の設立 

 現況地盤活用案を適用することにより、下流部の計画高水位（H.W.L）※１

が上昇し、１.３k 地点より上流の現在の河川改修計画にも影響が及ぶことか

ら、江川全体の河川改修計画検討が必要となる。 

 このため、影響が及ぶ区間について、河川改修計画案を検討する必要があ

ることから、平成２７年１１月に第二期支援会議を設立し、「江川流域づくり

の実施に向けての提言書」、「平成２２年提言書」を踏まえた、１.３ｋより上

流部における河川改修計画案の検討を開始した。なお、１.３ｋより上流部の

影響について、支援会議においては具体的な検討がされていない。 

 

現在の計画

現況地盤活用（案）

Ｈ．Ｗ．Ｌ

下流部断面 縦 断

下流部断面 縦 断

Ｈ．Ｗ．Ｌ 中流
下流

上流

中流
下流

上流

計画高水位（H.W.L）が
上がる（推計で約1ｍ）

H.W.Lが上がることで、
NO 1.3kmよりも上流の
計画も変わる

Ｈ．Ｗ．Ｌ

Ｈ．Ｗ．Ｌ

※ Ｈ．Ｗ．Ｌ ＝ 計画高水位  

図－３ 「現況地盤活用案」による中流部への影響（イメージ） 

 

（３）１.３k地点より上流の影響状況 

 下流部が現況地盤活用案で宮下樋管は改修された状況において、現在の

H.W.Lはどの程度上昇するのかを水理解析によって予測した。 

 予測の結果、１.３ｋ地点（市道７１号線橋梁付近）では、現在の改修計画

での H.W.L が A.P+９.９m であるが、現況地盤活用案となる事で H.W.L が

A.P+１１.０ｍとなり、１.１m水位が上昇する状況となった。 

 また、水位上昇による影響区間は、桶川西中学校付近の３.９k 地点までで

あることがわかった。 

 なお、荒川合流点～１.３ｋ地点を下流部、１.３ｋ地点～３.９ｋ地点を中流

部、３.９ｋ地点～一級河川起点を上流部と位置付ける。 
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図－４ 市道７１号線橋梁の水位上昇予測状況 
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図－５ 水位上昇による河川改修計画（縦断計画）の影響予測状況 
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（４）３.９k地点より上流（上流部）の治水対策の推進 

 水理解析の結果、上流部（３.９ｋ地点～一級河川起点）については現況地

盤活用案による水位上昇の影響がない事が分かった。 

 江川は、度重なる浸水被害で江川を横断する市道が度々冠水し、市民生活

に大きな支障をきたしていることから、治水対策をスピーディーに行う事が

求められている。 

 しかし、下流部（荒川合流点～１.３k 地点）の現況地盤活用案、そして現

況地盤活用案による影響区間の中流部（１.３k 地点～３.９k 地点）は、今後

も引き続き改修計画を検討していく必要があるため、スピーディーな治水対

策を行う事は難しい。 

 そこで、影響のない上流部の整備を早期に進める事で、治水対策を推進し、

流域全体の治水安全度を向上させる。 

 なお、上流部の整備内容は、現在の河川整備計画に基づき、調節池の整備

及び河道の拡幅や掘削、そして堤防の築堤を行う。 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－６ 調節池の整備による治水効果（イメージ） 

調節池の整備による治水効果（イメージ） 
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２.中流部における河川改修計画案とその概要 

 下流部の現況地盤活用案を踏まえた、中流部の河川改修計画案について第

二期支援会議では議論し、あわせて、当会議有識者である埼玉大学田中委員

（座長）や藤野委員による治水面・環境面の両面からの提案を踏まえ、過去

の提言を踏まえた中流部のあり方を検討した。 

 

（１）河川改修（横断計画）の方法について 

 横断計画は、一般に以下の方法が考えられる。（以下のイメージを参照） 

  ①高い堤防を造り、洪水処理を行う断面計画 

  ②河川区域を広げ、洪水処理を行う断面計画 

 江川沿川の谷地地形、整備費用の程度、内水の排除などの視点から議論を

行った結果、中流部においては①と②の折衷案が望ましく、特に①は江川の

土地利用状況から見て現実的ではないとの結論が出された。 

 

Ｐ

人為的な排水が必要

Ｐ Ｈ．Ｗ．Ｌ

① 高い堤防を造り、洪水処理を行う断面計画

Ｈ．Ｗ．Ｌ

② 河川区域を広げ、洪水処理を行う断面計画

自然排水
 

図－７ 横断計画の一般的な方法（イメージ） 
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（２）治水面から見た有効な横断計画について（田中委員提案） 

 氾濫計算解析によって江川の谷底低地の、特に中下流部の浸水の動きが横

断計画によってどのように変化するかを可視化し、その中で、最も有効な横

断計画のタイプを検討した。 

 浸水区域、浸水深などの浸水状況を評価し、議論した結果、ケース３「河

川拡幅+掘削」が最も有効な横断計画ではないかとの結論が出された。また、

極力堤防は設置しない方法が望ましいとの意見が出された。 

 

上流部 中流部 下流部 荒川との合流点

ケース１ 現況の地形

ケース２

ケース３
改修（拡幅＋掘削）

ケース４
改修（拡幅＋掘削＋高築堤）

現在の河川整備計画で
改修

（調節池＋河川）

現況の地形

現況の地形
現在の河川整備計画で

改修

 

表－２ 氾濫解析の条件（検討ケース）とケース毎の横断計画 

 

ケース１及びケース２：現況の地形

ケース３：改修（拡幅＋掘削）

ケース４：改修（拡幅＋掘削＋高築堤）

 

図－８ 中流部のケース毎の横断計画 
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 氾濫計算結果を以下に示す。 

下流部

中流部

調
節
池

市道

71号線

荒沢沼

県道

川越栗橋線

ケース２

調
節
池

下流部

中流部

ケース３

調
節
池

下流部

中流部

ケース４

 

図－９ ケース毎の浸水状況（計算結果） 

 

【考察】 

 ケース２、ケース３との比較では、 

 ・中流部の浸水区域は変わらないが、浸水深は減少する。その一方で、下

流部の浸水区域は変わらないが、浸水深は増大する。 

 ケース３、ケース４との比較では、 

 ・調節池直下流の一部は浸水区域・浸水深が減少するが、その他の区域は

変わらない。 
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（３）環境面から見た、有効な横断計画について（藤野委員提案） 

 中流部には下流部のような希少種は見当たらないが、江川沿川の谷地の底

地は、農地（水田）として利用されており、農地（水田）を通じ、多様な生

物の生育・生息環境の場となり、しかも、遊水機能を持っている。この土地

利用を保持する事が望ましいとの意見が出された。 

 また、農地保全と治水機能の整備手法の一つとして、地役権設定※２による

保水・遊水機能の保全方法が提案された。 

 

■水田は遊水機能により洪水調節効果を有しており、その機能を保持することが有用である
(水田のままで遊水効果を維持する一手法 ⇒ 地役権の設定による遊水地としての位置付け)

中流部の現状
・中流部は雨が集まりやすい谷地
・都市化により減少した貴重な緑地(田畑)が残っている

水田 水田

現状を大きく改変する高築堤による
連続堤の整備は望ましくない

水田 水田

中流部は、現状の谷地環境の土地利用を保持することが望ましい

・谷地環境の分断
・都市化により減少した貴重な緑地(田畑)の減少
・景観性の悪化

 

周辺道路

水田
・多様な生き物の生息場として維持
・洪水調節機能の保持
→地役権設定による遊水地としての位置付け

江川

植生地
・調整池として活用
・多様な生き物の生息場の提供

住宅地

住宅地
・標高は高く浸水しない

河川拡幅の幅は、周辺の土地利用状況を勘案し、流出解析結果により検討

雨水の流出が早い

 

図－１０ 環境面からみた横断計画（イメージ） 
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 なお、谷地の中で、現在の土地利用を保持する事が望ましい農地を調査し

たところ、２.０ｋ～３.９ｋの江川沿川の区間において、一帯として広がりが

あり、かつ、江川との連続性がある事が分かった。 

 

調節池

桶川西
中学校

２．０ｋ～３．９ｋの江川沿川では、遊水機能を
有している農地（水田）が多く存在している。

事業地
盛土

霊園

荒
沢
沼

１．３ｋ～２．０ｋの江川沿川には、事業地や盛土が多い。
 

図－１１ 江川沿川の土地利用の状況と遊水機能を有している農地の状況 
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（４）中流部・下流部の治水バランスについて 

 （２）において、ケース３「河川拡幅+掘削」が最も有効な横断計画ではな

いかとの結論が出された。しかし、この場合、中流部の河道の洪水流量が増

大することで下流部への洪水リスクが増大してしまうため、治水バランスが

とれたものとなっていない。 

 このため、中流部にも洪水調節機能を確保する事で、下流部だけに洪水リ

スクを負荷させずに、中流部の洪水リスクも減少させる方策とできる。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１２ 中流部の河道拡幅による下流部の洪水リスクの増大（イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１３ 中流部と下流部の治水バランスを考慮した方策（イメージ） 
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（４）結 論 

 第二期支援会議としては、過去の提言を踏まえ、これらの意見を総合的に

判断した結果、中流部の河川改修にあたっては、以下のとおりとすべきであ

る。 

 

・下流部の現況地盤活用案を前提とした計画とし、下流部同様、環境と治

水が両立した河川改修計画とする。 

 

・河道の拡幅と掘削を基本とし、原則、高築堤は行わない河川改修計画と

する。 

 

・河道の拡幅と掘削によって、下流部だけに洪水リスクを負荷させないよ

うにするため、中流部に洪水調節機能を確保し、中流部と下流部の治水

バランスを考慮した河川改修計画とする。 

 

・江川流域は谷地地形という地形的特徴に合わせて浸水リスクに応じた土

地利用がなされている。特に谷地においては農地として利用されており、

現在も保全されている事から、農地が持つ遊水機能を活かした治水計画

とする。 

 （特に、２.０ｋ～３.９ｋ区間にある江川沿川の一帯の農地について検討

する。） 

 

 上流部については、下流部の現況地盤活用案による影響がない事や、現在

の河川整備計画において調節池が既に位置づけられている事から、早期整備

を行い、浸水被害が著しい江川下流域の治水対策をスピーディーに行うべき

である。 

 なお、調節池の底面利用については、治水を学ぶ場や環境教育の場として

の活用など、環境と治水に配慮した利用も検討すること。 
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 ※本計画は案（イメージ）であり、詳細については今後決定する。 

図－１５ 江川中流部の平面計画（イメージ） 

図－１４ 江川中流部の横断計画（イメージ） 
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３.今後の進め方 

 

 今後については、平成２２年提言書同様①盛土の抑制と営農支援の対策、

②雨水貯留・浸透促進、③湿地環境・河畔林の保全・再生、④河川水質の改

善、の４つの重点対策についての具体的な検討を行う必要がある。 

 このうち、中流部においては「①盛土の抑制と営農支援の対策」を優先し

て検討すべきであると考える。 

 

 なお、「河川改修の推進」に関しては、今後、河川管理者において平成２２

年提言書による「下流部の改修計画の提案」、本提言による「中流部の改修計

画の提案」を踏まえ、江川流域づくり推進行政会議の意見を経た上で、河川

整備計画の見直しに着手し、速やかに河川整備計画の変更をすべきである。 

 また、上流部については引き続き、治水対策を推進し早期完成に努めるべ

きである。 

 

 下流部については、今後「湿地環境・河畔林の保全・再生」に向け、公園

整備の構想、取得済みの公有地の活用等を含め検討していく必要がある。 

 また、第二期江川流域づくり支援会議における検討において、下流部の荒

沢沼の活用により、洪水リスクを減少できる可能性が確認されたところであ

る。 

 今後、既に提言された現況地盤活用案を基に、荒沢沼をどのように活用す

るかなど、中流部と下流部の治水バランスを見ながら河川改修計画を検討し

ていく必要がある。 

 

 

 

 

 

※１ 計画高水位（Ｈ．Ｗ．Ｌ）  [ Ｐ６：２行目 ] 

  河道を建設する場合に基本となる流量（計画高水流量）が、河川改修後の河道断面（計画断面）を流

下するときの水位。 

※２ 地役権設定         [ Ｐ１３：６行目 ] 

  民法第２８０条に規定された、ある土地の便益のために他人の土地を利用する権利。自己の所有地（要

役地）の利用価値増進のために他人が所有する土地（承役地）に権利を設定する。 

  地役権が設定された土地(承役地）の所有者は、地役権の行使を妨げない範囲であればその土地を使用

し得る。
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